
 

手数料条例抜粋（認定の申請） 

 

別表（第２条関係） 

区分 手数料１件につき 件数区分等 

   

 

    

低炭

素建

築物

新築

等計

画認

定の

申請 

市長が定める

機関が交付し

た都市の低炭

素化の促進に

関 す る 法 律

（平成２４年

法 律 第 ８ ４

号）第５４条

第１項第１号

に掲げる基準

に適合するこ

とを証する書

面を添付する

場合 

５，０００円 １戸建ての住宅（人の居住の用以外の用途に供する

部分を有しないものに限る。以下この部及び次の部

において同じ。） 

５，０００円 １戸建ての住宅以外の住

宅の住戸部分（人の居住

の用に供する部分（共用

廊下、共用階段その他の

市長が共用部分と認める

もの（以下この部及び次

の部において「共用部分」

という。）を除く。）をい

う。以下この部及び次の

部において同じ。） 

申請戸数が１戸のもの 

１０，０００円 申請戸数が２戸以上５戸

以下のもの 

１７，０００円 申請戸数が６戸以上１０

戸以下のもの 

２９，０００円 申請戸数が１１戸以上の

もの 

１０，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

１０，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

１０，０００円 その他の建築物 床面積の合計が３００平

方メートル以のもの 

２９，０００円 床面積の合計が３００平

方メートルを超えるもの 

その他の場合 

 

３７，０００円 １戸建ての住宅 

３７，０００円 

 

１戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの 

７５，０００円 申請戸数が２戸以上５戸

以下のもの 

１０６，０００円 申請戸数が６戸以上１０

戸以下のもの 

１５０，０００円 申請戸数が１１戸以上の

もの 

１２０，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

２６５，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

２６５，０００円 その他の建築物 床面積の合計が３００平

メートル以内のもの 

４２２，０００円 床面積の合計が３００平

方メートを超えるもの 

 

 



手数料条例抜粋（変更の認定の申請） 

  

別表（第２条関係） 

区分 手数料１件につき 件数区分等 

   

 

低炭

素建

築物

新築

等計

画変

更の

認定

の申

請 

市長が定める

機関が交付し

た都市の低炭

素化の促進に

関する法律第

５５条第２項

において準用

する同法第５

４条第１項第

１号に掲げる

基準に適合す

ることを証す

書面を添付

する場合 

３，０００円 １戸ての住宅 

３，０００円 １戸建ての住宅以外の

宅の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの 

６，０００円 申請戸数が２戸以上５戸

以下のもの 

１０，０００円 申請戸数が６戸以上１０

戸以下のもの 

１７，０００円 申請戸数が１１戸以上の

もの 

６，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

６，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

６，０００円 その他の建築物 床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

１７，０００円 床面積の合計が３００平

方メートルを超えるもの 

その他の場合 

 

１９，０００円 １戸建ての住宅 

１９，０００円 １戸建ての住宅以外の

住宅の住戸部分 

申請戸数が１戸のもの 

３８，０００円 申請戸数が２戸以上５戸

以下のもの 

５５，０００円 申請戸数が６戸以上１０

戸以下のもの 

７８，０００円 申請戸数が１１戸以上の

もの 

６１，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の共用部分 

１３３，０００円 １戸建ての住宅以外の住宅の住戸部分及び共用部分

以外の部分 

１３３，０００円 その他の建築物 床面積の合計が３００平

方メートル以内のもの 

２１４，０００円 床面積の合計が３００平

方メートルを超えるもの 

 

備考 

 

  ５ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５４条第２項の規定による申出の金額は、構造計

算適合性判定を求める場合にあっては、別表に規定する金額のほか、１棟につき、第２項

の表に掲げる額を納付するものとする。 

  ６ 都市の低炭素化の促進に関する法律第５５条第２項において準用する同法第５４条第

２項の規定による申出の金額は、構造計算適合性判定を求める場合にあっては、別表に規

定する金額のほか、１棟につき、第２項の表に掲げる額を納付するものとする。 

 

 

 

 


